
軽 減 税 率
キャッシュレス決済

◆◆◆◆ 軽減税率適用は２０１９年１０月１日から ◆◆◆◆

平成３１年

２月１３日
18：10開始
19：20終了予定 （17：45受付開始）

場所：足立区役所庁舎ホール
（足立区中央本町一丁目１７番１号）

申し込み不要・参加費無料

当日直接会場にお越しください。
（定員を超えると入場できない場合あり）

【主催・問合先】
足立区商店街振興組合連合会

03-3881-9121

ニュースでよく聞く

「軽減税率」
「キャッシュレス」

『うちの店は準備がまだな
のだけれど、どんな制度か
わからない・・・』

そんな商店主の方、取扱
事業者から、まずは、基本
の“キ”を聞いて
みませんか。

基本を聞きたい商店主のための勉強会

水

①「軽減税率と対応レジ補助金制度について」
講師：カシオ計算機㈱

②「キャッシュレス決済とその仕組み」
講師：㈱Ｏｒｉｇａｍｉ・足立成和信用金庫

【足立区商連主催】


